
（仮称）逗子市こども基本条例制定に向けて

• 子どもの権利条約：（平成元年11月第44回国連総会にて採択
され、日本は平成6年4月に批准した。）

• 子どもの権利条約と子どもの権利に関する条例との関係：
（子どもの権利条約批准後、条約の理念を踏まえ、子どもの
権利を保障し、それに関する施策を推進することを主たる目
的とした条例が制定されている。）

児童の権利に関する条約（子ど
もの権利条約）

•青少年の健全育成に関する条例

•子ども・子育て支援に関する条例

•子どもの権利に関する条例

• 子どもに関する個別の条例 （出典：地方自治研究機構ホー
ムページより）

こどもに関する条例の種類

• 逗子市としてのこども基本条例のありかた

•子どもや若者の意見をどのように取り入れるか

•その他

これからの検討事項
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子ども・子育てに関する条例の種類

NO 項目 説明（概要）

1 子ども・子育て支援に関する条例 子どもに関する施策、子育てに関する施策等を推
進するため、市や保護者等の責務や役割、施策の
基本方針等を定める条例。

2 子どもの権利に関する条例 「児童の権利に関する条約」が批准され、子ども
の権利を保障し、それに関する施策を推進するこ
とを主たる目的として制定されている条例。また、
子どもの権利の救済のためのオンブズマンや委員
会等の設置に関する条例も制定されている。
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1.子ども・子育て支援に関する条例の詳細
NO 項目 説明

（1） 理念的な規定を中心に定める条例 子どもに関する施策について、基本理念、市の責務、保護
者の責務（役割）、学校等の責務（役割）、住民の責務（役
割）、計画策定等の規定を記載。

滋賀県東近江市・秋田県大仙市

（2） 子ども支援及び子育て支援に関し総合的な施策の
推進について規定する条例

子どもの健康、子どもの意見表明、子どもの社会参加等
自治体と住民の責務（役割）を明記し、地域社会全体で子
どもを支援することを記載。

大阪府箕面市・東京都調布市・大阪府池田市等

（3） 子育て支援に関する施策を中心に規定する条例 子育て支援に関する理念的等を規定し、子どもの安心・安
全な生活等の確保や親と子が健やかに暮らせるための支
援の充実等を記載。

北海道赤平市・千葉県流山市等

（4） 子どもの育成を中心に規定する条例 次代を担う子どもの育成について、基本理念、市民、保護
者、地域等の役割、市の責任と役割等を定め、相談体制の
充実、子育て支援、子どもの社会参加の促進等の基本的
施策を規定。

長崎県佐世保市・長野県千曲市等
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２.子どもの権利に関する条例

No 項目 説明

（1） 子どもの権利保障をはかる総合的な条例 子どもの権利保障を総合的にとらえ、理念、制度、
仕組み、施策等を相互に補完しあうような内容を備
えた条例。
例：子どもの権利についての理念や権利の具体的
な内容、家庭、学校、地域等子どもの居場所、生活
場所での権利保障の在り方、子どもの参加や救済
の在り方等。

川崎市「川崎市子どもの権利に関する条例」その他

（2） 子どもの権利の救済のための機関の設置に
関する条例

子どもの権利の救済のためのオンブズマンや委員
会等の設置に関する条例が制定されている。
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4月

5月 ・第１回会議（子ども・子育て支援施策の実績報告、（仮称）逗子市こども基本条例のスケジュールの提示）

6月

7月

8月 ・第２回会議（（仮称）逗子市こども基本条例の方向性の提示）

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月 ・第３回会議（（仮称）逗子市こども基本条例（骨子案）の提示）

令和８年度子ども・子育て会議年間スケジュール（案）
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 資料３ 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の認可について 

 

○概 要 

 ◇乳児等通園事業（こども誰でも通園制度）の実施施設１か所を令和８年３月末までに認可し、令和８

年４月１日から開所する。 

  ・事前協議が整い、事業の実施手法・実施体制・財務等で基本的に問題がないことを確認し、認可手

続きを進めている。 

 

 

○乳児等通園支援事業の新設 

 ◇概要 

  ・市内で認可外保育施設を運営している個人が当該施設において新たに事業を実施するもの。 

  ・種 別  一般型乳児等通園支援事業 

・施設名  ままえん インクルーシブ託児所 

  ・位 置  逗子市桜山８－５－１３ 

  ・定 員  ６人(０～２歳児クラス) 

  ・設置者  赤羽 明日香 (逗子市桜山在住) 

   

 

 ◇その他 

  ・認可外保育施設としての「ままえん インクルーシブ託児所」は、令和６年５月に事業を開始しま

した。利用定員は 21人（０歳児６人、１～５歳児 15人）。児童福祉法に基づく県の立入調査では、

令和６年度及び令和７年度のいずれも指摘事項はありませんでした。 



 資料４ 

保育提供体制の確保のための実施計画について 

 

 

１ 趣旨 

国の保育提供体制確保のための財政支援制度においては、市町村が作成する「保育提供体

制の確保に係る実施計画」について、子ども・子育て会議で承認を得るなど、市としての意

思決定を行った上で県へ提出することとなっています。 

 なお、実施計画については、昨年度に本会議で承認いただいた「第 3 期 逗子市子ども・

子育て支援事業計画（2025 年度～2029 年度）」と整合性がとれていることから、既に県へ

提出しています。制度上、事後承認で差し支えないことから、この度、本会議に報告し、承

認を求めるものです。 

 

２ 対象事業 

本計画が国で採択された場合に、本市で財政支援の対象となる事業は次のとおりです。 

事業名 目的 

保育士宿舎借り上げ支援事業 保育士の確保に苦慮している市内の保育施設への支援

策として、宿舎借り上げ支援事業を令和８年度から実施

し、保育士の安定的な確保につなげる。 

利用者支援事業 窓口や電話での教育・保育に関する情報提供、必要に応

じた相談・助言、関係機関との連絡調整等を行う利用者

支援専門員を配置し、個々の家庭の状況を踏まえたきめ

細かい対応を行う。 

 

 

 



市区町村名：

１．令和７年度以降の保育需要と提供体制

都道府県 神奈川県 担当者名

市区町村 逗子市 電話番号

所属（課・室） 教育部保育課 メールアドレス

保育提供区域 全域 ←プルダウン選択してください。複数区域を選択した場合は、様式１－２のシートをつけて提出してください。

令和7年4月1日 令和8年4月1日 令和9年4月1日 令和10年4月1日 令和11年4月1日

実績 見込み・計画数 見込み・計画数 見込み・計画数 見込み・計画数

０ 歳 児 261. 284. 282. 278. 274.

１・２歳児 580. 586. 607. 601. 594.

３歳以上児 1,101. 1,066. 1,010. 958. 947.

合 計 1,942. 1,936. 1,899. 1,837. 1,815.

０ 歳 児 48. 64. 63. 62. 61.

１・２歳児 342. 315. 326. 322. 319.

３歳以上児 467. 655. 620. 588. 582.

合 計 857. 1,034. 1,009. 972. 962.

０ 歳 児 18.4% 22.5% 22.3% 22.3% 22.3%

１・２歳児 59.0% 53.8% 53.7% 53.6% 53.7%

３歳以上児 42.4% 61.4% 61.4% 61.4% 61.5%

合 計 44.1% 53.4% 53.1% 52.9% 53.0%

０ 歳 児 76. 76. 76. 76. 76.

１・２歳児 347. 347. 347. 347. 347.

３歳以上児 703. 703. 703. 703. 703.

合 計 1,126. 1,126. 1,126. 1,126. 1,126.

０ 歳 児 0. 0.

１・２歳児 3. 6.

３歳以上児 0. 0.

合 計 3. 6.

髙島

保育提供体制の確保のための実施計画（市区町村全域） 逗子市

作成対象：全市区町村

　担当者連絡先

保育提供区域の
設定の考え方
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046-873-1111（内線533）

hoiku@city.zushi.lg.jp








